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４ 田 中 あきえ 出  １３    

５ 武 藤 康 則 出  １４ 小和瀨 康 男 出  

６ 鈴 木   一 出  １５ 渡 邉 憲 一 出  

７    １６ 滝 嶋 嘉 久 出  

８ 木 所 清 司 出  １７ 西 川 利 雄 出  

９ 渋 谷   武 出      

８ 議事参与者  
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農地利用最適化推進委員 大 澤 富 雄 農地利用最適化推進委員 程 島 延 幸 

農地利用最適化推進委員 筋 野 哲 夫 農地利用最適化推進委員 小 峯   雅 

農地利用最適化推進委員 大 野 豊 作 農地利用最適化推進委員 利根川 孝 一 

農地利用最適化推進委員 佐 藤 金 誉 農地利用最適化推進委員 新 井 計 男 
 



 

職 氏   名 職 氏   名 

農地利用最適化推進委員 細 田 和 美 農地利用最適化推進委員 田 邉 輝 夫 

農地利用最適化推進委員 野 口 和 則 農地利用最適化推進委員 牛 窪   孝 

農地利用最適化推進委員 永 堀 知 已 農地利用最適化推進委員 發 知 孝 雄 

農地利用最適化推進委員 島 村 茂 勝 農地利用最適化推進委員 小 嶋 光 一 

９ 事 務 局 

職 氏     名 職 氏     名 

事務局長 柿 沼 映 生 主  幹 神 立 寛 司 

副事務局長 小野寺 雅 樹 副 主 幹 宮 本 晃 宏 

主  幹 松 本 貴 紀 主  査 榎 本 亮 太 

１０ 産 業 観 光 部 農 政 課 職 員 

職 氏     名 職 氏     名 

課  長 高 梨 直 人 主  任 竹 見 弘 樹 

副 参 事 谷 内 悠 馬 主 事 補 林   優 花 

主  査 鈴 木 康 則   

１１ 開 会 

   会長 石 川 秀 夫 は議長席に着き、出席委員が定足数に達していることを

確認した後、令和５年５月２６日第４７３回川越市農業委員会総会の開会を宣言す

る。 

１２ 議事録署名委員選任の件 

   議長 石 川 秀 夫 は、本件に対し、議長の指名により推薦したい旨を諮っ

たところ、全員の賛同を得たため、次の者を指名選任する。 

委 員   武 藤 康 則 

委 員   鈴 木   一 

委 員   木 所 清 司 
 



 

１ ３  議 決 事 項 及 び 議 事 の 要 領  

報 告 第 １ 号  

   総 会 の 所 管 に 関 す る 報 告 書 に つ い て  

議 長 は 、 別 添 報 告 に つ い て 、 事 務 局 に 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 所 管 に 関 す る 報 告 書 ４ 月 分 に つ い て 報 告 す る 。

農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 第 ７ 号 の 規 定 に よ る 農 地 転 用 届 出 書 に つ

い て は 、合 計 ４ 件 、４ 筆 、４ ，２ ５ ９ ㎡ で あ る 。農 地 法 第 ５ 条

第 １ 項 第 ６ 号 の 規 定 に よ る 農 地 転 用 届 出 書 に つ い て は 、 合 計

１ ６ 件 、 ２ ９ 筆 、 １ ０ ， ２ ６ ７ ㎡ で あ る 。 農 地 改 良 届 に つ い

て は 、合 計 ６ 件 、１ ２ 筆 、４ ，２ ８ １ .６ ０ ㎡ で あ る 。農 地 法

第 ４ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 に つ い て は 、 合 計 １ 件 、

３ 筆 、１ ，４ ８ １ .３ １ ㎡ で あ る 。相 続 税 の 納 税 猶 予 に 係 る 特

例 農 地 等 の 利 用 状 況 確 認 の 報 告 書 に つ い て は 、 合 計 １ ０ 件 、

１ ０ ０ 筆 、 ９ １ ， ２ ８ ５ ㎡ で あ る 。 相 続 税 の 納 税 猶 予 に 関 す

る 適 格 者 証 明 書 に つ い て は 、 合 計 ３ 件 、 １ ０ 筆 、 １ ７ ， ７ ６

５ ㎡ で あ る 。 相 続 税 の 納 税 猶 予 に 関 す る ３ 年 毎 の 農 業 継 続 証

明 書 に つ い て は 、合 計 ６ 件 、２ ５ 筆 、２ ９ ，４ ８ ３ ㎡ で あ る 。

農 地 法 第 ３ 条 の ３ の 規 定 に よ る 届 出 書 に つ い て は 、合 計 ７ 件 、

４ １ 筆 、 ２ ３ ， ６ ５ １ .９ ６ ㎡ で あ る 。 詳 細 に つ い て は 報 告 書

の と お り で あ る 。」 と の 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 議 事 を 進 め た 。  

 

議 案 第 １ 号  



 

   農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集

積 計 画 の 決 定 に つ い て  

議 長 は 、「 本 議 案 の 整 理 番 号 １ ３ 番 、１ ４ 番 に つ い て は 関 係

委 員 が い る 。 農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 第 ３ １ 条 で は 『 農 業

委 員 会 の 委 員 は 、 自 己 ま た は 同 居 の 親 族 若 し く は そ の 配 偶 者

に 関 す る 事 項 に つ い て は 、 そ の 議 事 に 参 与 す る こ と が で き な

い 』 と 規 定 さ れ て い る 。 そ の た め 、 関 係 委 員 に は 退 席 し て も

ら い 、 議 事 を 進 め て よ い か お 諮 り す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。 

異 議 が な か っ た た め 、 関 係 委 員 は 退 席 し た 。  

議 長 は 、 整 理 番 号 １ ３ 番 、 １ ４ 番 に つ い て 事 務 局 に 説 明 を

求 め た 。  

事 務 局 は 「 整 理 番 号 １ ３ 番 、 １ ４ 番 は 、 同 一 人 か ら の 申 出

の た め ま と め て 説 明 す る 。 整 理 番 号 １ ３ 番 は 、 ４ 筆 、 １ ， ８

８ ７ ㎡ で 、３ 年 の 使 用 貸 借 権 設 定 、整 理 番 号 １ ４ 番 は 、１ 筆 、

９ ６ ０ ㎡ で 、 ５ 年 の 使 用 貸 借 権 設 定 の 申 出 で あ る 。 借 受 人 は

現 在 ７ ６ 歳 で 、 農 業 従 事 日 数 は 、 年 間 ２ ０ ０ 日 、 家 族 と 共 に

約 ３ ９ ５ ア ー ル の 農 地 を 耕 作 し て い る 農 家 で あ る 。 近 隣 の 所

有 農 地 と 併 せ て 耕 作 し 、 集 積 を 図 る と と も に 、 経 営 の 拡 大 を

図 る た め の 申 出 で あ る 。 通 作 距 離 は 、 約 ６ ０ ０ ｍ で あ る 。 以

上 の こ と か ら 、 整 理 番 号 １ ３ 番 、 １ ４ 番 に つ い て は 、 改 正 前

の 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 の 各 要 件 を み た し

て い る と 考 え ら れ る 。」 と の 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 １ ３ 番 、 １ ４ 番 に



 

つ い て 、 改 正 前 の 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 の

各 要 件 を み た し て い る た め 、 農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 決 定 す る

こ と で 採 決 に 入 る 旨 を 告 げ 、 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 を 得 ら れ た た め 、 整 理 番 号 １ ３ 番 、 １

４ 番 に つ い て 原 案 ど お り 許 可 す る こ と に 決 定 す る 。  

関 係 委 員 の 審 議 が 終 了 し た た め 、 議 長 は 退 席 し た 委 員 の 入

室 を 許 可 し た 。  

議 長 は 、 引 き 続 き 整 理 番 号 １ ３ 番 、 １ ４ 番 以 外 に つ い て 、

事 務 局 に 概 要 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 今 月 の 第 １ 号 議 案 は 、 先 程 、 審 議 い た だ い た 整

理 番 号 １ ３ 番 、 １ ４ 番 を 除 く 、 件 数 ４ ９ 件 、 筆 数 １ ２ ５ 筆 、

面 積 ９ ２ ， ２ ３ １ ㎡ に つ い て 申 請 が あ っ た 。 議 案 説 明 資 料 の

と お り 、 先 程 、 審 議 い た だ い た 整 理 番 号 １ ３ 番 、 １ ４ 番 を 除

く 、 整 理 番 号 １ 番 か ら ５ １ 番 に つ い て は 、 改 正 前 の 農 業 経 営

基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 の 各 要 件 を み た し て い る と 考

え ら れ る 。」 と の 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ４ ７ 番 に つ い て 報 告 す る 。 ５ 月 １ ２ 日

に 農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 と 共 に 譲 受 人 に 話 を 聞 い て き た 。

譲 受 人 は 、 現 在 ８ ０ 歳 で 、 ５ ９ 歳 の 娘 が 後 継 ぎ で あ る 。 農 業

従 事 日 数 は １ ５ ０ 日 、 約 １ ０ ６ ア ー ル の 農 地 を 家 族 と 共 に 耕

作 し て い る 農 家 で あ る 。 農 機 具 の 所 有 状 況 は 、 耕 耘 機 、 ト ラ

ク タ ー 、コ ン バ イ ン 、田 植 機 、籾 摺 機 、乾 燥 機 、農 業 用 自 動 車

で あ り 十 分 対 応 で き る 設 備 を 所 有 し て い る 。 申 請 地 は 適 切 に



 

管 理 さ れ て お り 、 今 後 は 野 菜 を 作 付 け す る 予 定 で あ る 。 以 上

の こ と か ら 、 地 元 の 農 業 委 員 と し て は 問 題 な い と 考 え る 。 慎

重 な 審 議 を お 願 い す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ４ ７ 番 に つ い て 、 譲 受 人 の 経 営 状 況 は

良 好 で あ り 、 地 元 の 推 進 委 員 と し て は 、 申 出 地 を 管 理 で き る

農 家 で あ る と 考 え る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 １ ３ 番 、 １

４ 番 を 除 く 、 整 理 番 号 １ 番 か ら ５ １ 番 に つ い て は 、 改 正 前 の

農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 第 １ ８ 条 第 ３ 項 の 各 要 件 を み た し て

い る た め 、 農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 決 定 す る こ と で 採 決 に 入 る

旨 を 告 げ 、 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  

 議 長 は 、 全 員 の 賛 成 が 得 ら れ た た め 、 議 案 第 １ 号 に つ い て

原 案 ど お り 決 定 す る 。  

 

議 案 第 ２ 号  

   農 地 法 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 に つ い て  

議 長 は 、 別 添 議 案 を 上 程 し 、 事 務 局 に 概 要 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 今 月 の 第 ２ 号 議 案 は 、 件 数 ３ 件 、 筆 数 ４ 筆 、 面

積 １ ， ２ １ ６ ㎡ に つ い て の 申 請 が あ っ た 。 議 案 説 明 資 料 の と

お り 、 整 理 番 号 １ 番 か ら ３ 番 に つ い て は 、 許 可 で き な い 場 合

が 規 定 さ れ た 、 農 地 法 第 ３ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い た め 、

許 可 す る こ と で よ ろ し い か 、お 伺 い す る 。」と の 説 明 を 行 な っ



 

た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ３ 番 に つ い て 報 告 す る 。 ４ 月 ２ ７ 日 に

農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員 、 事 務 局 職 員 と 共 に 譲 受 人 に 話 を 聞

い て き た 。 譲 受 人 は 、 現 所 有 者 と の 話 し 合 い で 、 申 請 地 を ４

０ 年 前 か ら 借 り 受 け 、 自 家 消 費 を 目 的 と し て 、 路 地 野 菜 を 栽

培 し て い る 。 申 請 地 を 取 得 後 も 引 き 続 き 、 自 家 消 費 を 目 的 と

し て 路 地 野 菜 を 栽 培 し て い く 計 画 で あ る 。 春 に は 、 絹 さ や 、

空 豆 、ジ ャ ガ イ モ 、玉 ね ぎ 、に ん に く な ど を 収 穫 し 、夏 に は 、

ナ ス 、キ ュ ウ リ 、ト マ ト 、ピ ー マ ン 、モ ロ ヘ イ ヤ 、カ ボ チ ャ 、

ズ ッ キ ー ニ 、 枝 豆 な ど を 収 穫 し 、 秋 に は 、 ピ ー ナ ッ ツ な ど を

収 穫 し 、冬 に は 、小 松 菜 、大 根 、か ぶ 、ブ ロ ッ コ リ ー 、ね ぎ 、

白 菜 な ど を 収 穫 す る 計 画 で あ る 。 申 請 地 は 、 自 宅 か ら ５ ０ ｍ

ほ ど の 位 置 に あ り 、 耕 耘 機 、 草 刈 り 機 、 噴 霧 器 な ど の 農 機 具

を 所 有 し て い る こ と に 加 え 、 ４ ０ 年 の 実 績 が あ る こ と か ら 、

計 画 ど お り に 路 地 野 菜 を 栽 培 で き る と 考 え る 。 以 上 の こ と か

ら 、 本 申 請 に つ い て は 、 地 元 委 員 と し て 問 題 な い と 考 え る 。

慎 重 な 審 議 を お 願 い す る 。」 と の 発 言 が あ っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  

委 員 か ら 「 整 理 番 号 ３ 番 に つ い て 、 譲 受 人 か ら 農 地 取 得 目

的 な ど を 伺 い 、 農 機 具 や 現 地 を 確 認 し た 結 果 、 本 申 請 に つ い

て は 、地 元 推 進 委 員 と し て 問 題 な い と 考 え る 。」と の 発 言 が あ

っ た 。  

議 長 は 、 ほ か に 意 見 を 求 め た 。  



 

議 長 は 、 ほ か に 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 １ 番 か ら ３

番 に つ い て は 、 許 可 で き な い 場 合 が 規 定 さ れ た 農 地 法 第 ３

条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い た め 、 許 可 す る こ と で 採 決 に 入

る 旨 を 告 げ 、 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 を 得 ら れ た た め 、 議 案 第 ２ 号 に つ い て

原 案 ど お り 許 可 す る こ と に 決 定 す る 。  

 

議 案 第 ３ 号  

   農 地 法 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書 に

対 す る 意 見 に つ い て  

議 長 は 、 別 添 議 案 を 上 程 し 、 事 務 局 に 概 要 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 今 月 の 第 ３ 号 議 案 は 、 件 数 ４ 件 、 筆 数 １ ２ 筆 、

面 積 ８ ， ５ １ ５ ㎡ に つ い て の 申 請 が あ っ た 。 議 案 説 明 資 料 の

と お り 、 整 理 番 号 １ 番 か ら ４ 番 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 立 地 基

準 と 一 般 基 準 と し て 許 可 で き な い 場 合 が 規 定 さ れ た 農 地 法 第

４ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い た め 、 総 合 意 見 と し て 県 へ 許 可

相 当 で あ る と の 意 見 を 付 す こ と で よ ろ し い か 、 お 伺 い す る 。」

と の 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 １ 番 か ら ４ 番 に つ

い て 農 地 転 用 に 関 す る 許 可 基 準 か ら み た 意 見 に つ い て は 、 農

地 法 第 ４ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い た め 、 総 合 意 見 と し て 許

可 相 当 と す る こ と と し 、 採 決 に 入 る 旨 を 告 げ 賛 成 の 者 の 挙 手

を 求 め た 。  



 

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 が 得 ら れ た た め 、 議 案 第 ３ 号 に つ い て

総 合 意 見 と し て 許 可 相 当 と す る こ と に 決 定 す る 。  

 

議 案 第 ４ 号  

   農 地 法 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可 申 請 書 に

対 す る 意 見 に つ い て  

議 長 は 、 別 添 議 案 を 上 程 し 、 事 務 局 に 概 要 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は「 今 月 の 第 ４ 号 議 案 は 、件 数 １ ３ 件 、筆 数 ２ ０ 筆 、

面 積 ４ ，１ ４ ６ .５ ０ ㎡ に つ い て の 申 請 が あ っ た 。議 案 説 明 資

料 の と お り 、 整 理 番 号 １ 番 か ら １ ３ 番 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ

立 地 基 準 と 一 般 基 準 と し て 許 可 で き な い 場 合 が 規 定 さ れ た 農

地 法 第 ５ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い た め 、 総 合 意 見 と し て 県

へ 許 可 相 当 で あ る と の 意 見 を 付 す こ と で よ ろ し い か 、 お 伺 い

す る 。」 と の 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 １ 番 か ら １ ３ 番 に

つ い て 農 地 転 用 に 関 す る 許 可 基 準 か ら み た 意 見 に つ い て は 、

農 地 法 第 ５ 条 第 ２ 項 各 号 に 該 当 し な い た め 、 総 合 意 見 と し て

許 可 相 当 と す る こ と で 、 採 決 に 入 る 旨 を 告 げ 賛 成 の 者 の 挙 手

を 求 め た 。  

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 が 得 ら れ た た め 、 議 案 第 ４ 号 に つ い て

総 合 意 見 と し て 許 可 相 当 と す る こ と に 決 定 す る 。  

 

議 案 第 ５ 号  



 

   農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 に 対 す る 意 見 に つ い て  

議 長 は 別 添 議 案 を 上 程 し 、 事 務 局 に 概 要 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 議 案 第 ５ 号 に お け る 市 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 に

つ い て は 、 農 業 振 興 地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 ３ 条

の ２ に よ り 「 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 策 定 、 変 更 を 行 う と き

は 農 業 委 員 会 の 意 見 を 聴 く も の と す る 。」 と 規 定 さ れ て い る 。

川 越 市 で は 、 毎 年 ３ 月 末 と ９ 月 末 を 締 め 切 り と し て 、 年 ２ 回

の 申 出 を 受 付 け て お り 、 各 申 出 に つ い て 、 そ れ ぞ れ ５ 月 と １

１ 月 の 総 会 に お い て 、 農 業 委 員 会 の 意 見 を 付 す こ と と し て い

る 。」 と の 説 明 を 行 な っ た 。  

 議 長 は 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 に つ い て 、 農 政 課 に 概

要 説 明 を 求 め た 。  

農 政 課 は 「 案 件 の 概 要 を 説 明 す る 。 重 要 変 更 と し て 、 住 宅

６ 件 、 敷 地 拡 張 ２ 件 、 公 用 公 共 用 施 設 １ 件 、 薬 局 １ 件 、 家 庭

電 気 器 具 店 １ 件 、 飲 食 店 １ 件 、 合 計 １ ２ 件 、 筆 数 ２ １ 筆 、 面

積 １ ３ ， ２ １ １ ． ４ ４ ㎡ で あ る 。 議 案 説 明 資 料 の と お り 、 重

要 変 更 で あ る 整 理 番 号 １ 番 か ら １ ２ 番 に つ い て は 、 農 業 振 興

地 域 の 整 備 に 関 す る 法 律 第 １ ３ 条 第 ２ 項 に 掲 げ る 要 件 の す べ

て を 満 た し て い る た め 、や む を 得 な い も の と 考 え ら れ る 。」と

の 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 整 理 番 号 １ 番 か ら １ ２ 番 に

つ い て は 「 や む を 得 な い 」 と 意 見 す る こ と で 、 採 決 に 入 る 旨

を 告 げ 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求 め た 。  



 

議 長 は 、 全 員 の 賛 成 が 得 ら れ た た め 、 議 案 第 ５ 号 に つ い て

原 案 ど お り 意 見 を 付 す こ と に 決 定 す る 。  

 

議 案 第 ６ 号  

川 越 市 農 業 委 員 会 の 「 令 和 ４ 年 度 農 業 委 員 会 の 農

地 利 用 の 最 適 化 の 推 進 の 状 況 そ の 他 事 務 の 実 施 状

況 の 公 表 」 の 決 定 に つ い て  

議 長 は 、 別 添 議 案 を 上 程 し 、 事 務 局 に 概 要 説 明 を 求 め た 。  

事 務 局 は 「 令 和 ４ 年 度 農 業 委 員 会 の 農 地 利 用 の 最 適 化 の 推

進 の 状 況 そ の 他 事 務 の 実 施 状 況 の 公 表 」 は 、 令 和 ４ 年 度 に 農

業 委 員 会 が 取 り 組 ん で き た 業 務 に つ い て ま と め た も の で あ る 。 

農 業 委 員 会 に お け る 活 動 等 の 実 施 状 況 は 、 農 業 委 員 会 法 の

規 定 に 基 づ き 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 等 に よ り 公 表 す る こ と が 定 め

ら れ て お り 、 そ れ ぞ れ の 様 式 、 項 目 、 出 典 図 書 等 も 農 林 水 産

省 が 規 定 し た も の に 基 づ き 作 成 し て い る 。 な お 、 当 該 実 施 状

況 は 、 ６ 月 末 ま で に 公 表 す る も の と さ れ て お り 、 総 会 で の 決

定 の 後 、 速 や か に 手 続 を 進 め る 予 定 で あ る 。  

議 案 別 冊 １ ペ ー ジ 、「 Ⅰ 農 業 委 員 会 の 状 況 」 を 説 明 す る 。  

令 和 ４ 年 ４ 月 総 会 で 決 定 し た 「 令 和 ４ 年 度 最 適 化 活 動 の 目

標 の 設 定 等 」と 同 様 の も の を 記 載 し て い る 。「１ 農 業 委 員 会 の

現 在 の 体 制 」 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 現 在 の 体 制 を 記 載 し て い

る 。「 ２ 農 家 ・ 農 地 等 の 概 要 」は 、農 林 水 産 省 が 定 め た 様 式 の

各 項 目 に 対 し 、 指 定 さ れ た 統 計 資 料 に よ り 作 成 し て い る 。 上

段 左 の 総 農 家 数 等 、中 央 の 農 業 者 数 は 、「 農 林 業 セ ン サ ス ２ ０



 

２ ０ 年 版 」 に 基 づ き 記 載 し て い る 。 上 段 右 の 認 定 農 業 者 等 の

経 営 数 は 、 農 政 課 か ら の 資 料 に 基 づ き 作 成 し て い る 。 下 段 の

耕 地 面 積 は 、「耕 地 及 び 作 付 面 積 統 計 」に 基 づ き 記 載 し て い る 。

２ ペ ー ジ 、「 Ⅱ 最 適 化 活 動 の 実 施 状 況 」を 説 明 す る 。現 状 及 び

課 題 と 目 標 は 、 別 紙 様 式 １ の 内 容 を 転 記 し て い る 。 別 紙 様 式

１ と は 、「 令 和 ４ 年 度 最 適 化 活 動 の 目 標 の 設 定 」 で あ る 。「 ⑴

農 地 の 集 積 」 の 「 ① 現 状 及 び 課 題 」 と 「 ② 目 標 」 は 、「 令 和 ４

年 度 最 適 化 活 動 の 目 標 の 設 定 」 か ら 転 記 し た 。「 ③ 実 績 」 は 、

農 政 課 か ら デ ー タ の 提 供 を 受 け て 記 載 し た 。 令 和 ４ 年 度 の 新

規 集 積 面 積 は 、１ ９ ．１ ヘ ク タ ー ル 、農 地 面 積 は 、３ ，２ １ ０

ヘ ク タ ー ル 、 今 年 度 末 の 集 積 面 積 の 累 計 は 、 ５ ４ １ ． ０ ヘ ク

タ ー ル で あ る 。 今 年 度 末 の 集 積 率 は １ ６ ． ８ ５ ％ で あ り 、 目

標 に 対 す る 達 成 状 況 は ８ ４ ． ４ ６ ％ で あ っ た 。 農 業 委 員 会 の

点 検 結 果 は 、「令 和 ４ 年 度 の 目 標 達 成 に は 至 ら な か っ た も の の 、

川 越 市 が 実 施 す る 「 人 ・ 農 地 プ ラ ン 」 の 実 質 化 へ 向 け て 支 援

を 行 な っ た ほ か 、 関 係 機 関 と 連 携 し て 地 域 担 い 手 へ の 面 的 集

積 の 促 進 を 図 れ た 。 ま た 、 農 地 中 間 管 理 事 業 に つ い て は 、 利

用 権 に よ る 貸 借 等 の 円 滑 な 権 利 移 動 の 支 援 を 行 え た 。」と し た 。

「 ⑵ 遊 休 農 地 の 発 生 防 止 ・ 解 消 」 の 「 ① 現 状 及 び 課 題 」、「 ②

目 標 」は 、「 令 和 ４ 年 度 最 適 化 活 動 の 目 標 の 設 定 等 」と 同 じ 内

容 を 記 載 し て い る 。３ ペ ー ジ「 ③ 実 績 」は 、「 ア 既 存 遊 休 農 地

の 解 消 」、「 ａ 緑 区 分 の 遊 休 農 地 の 解 消 」 の 令 和 ４ 年 度 の 解 消

実 績 面 積 は ２ ． １ ８ ヘ ク タ ー ル で あ り 、 解 消 目 標 面 積 １ ． ７

４ ヘ ク タ ー ル に 対 す る 達 成 状 況 は １ ２ ５ ．３ ％ で あ っ た 。「ｂ



 

黄 区 分 の 遊 休 農 地 の 解 消 」は 、「 令 和 ５ 年 １ 月 ２ ０ 日 に 川 越 市

農 政 課 と 意 見 交 換 を 行 い 、 基 盤 整 備 事 業 等 の 実 施 予 定 に つ い

て 確 認 し た 」と し た 。「 イ 新 規 発 生 遊 休 農 地 の 解 消 」は 、解 消

目 標 面 積 ３ ． １ ９ ヘ ク タ ー ル に 対 す る 解 消 実 績 面 積 は １ ． ５

４ ヘ ク タ ー ル で あ っ た 。「④ そ の 他 」の 農 地 の 利 用 状 況 調 査 は 、

令 和 ４ 年 ８ 月 １ 日 か ら １ ０ 日 ま で 市 内 全 地 域 の 農 地 パ ト ロ ー

ル を 実 施 し 、 そ の 調 査 結 果 を ９ 月 に 取 り ま と め る こ と が で き

た 。 調 査 結 果 は 、 １ 号 遊 休 農 地 と 判 定 し た 面 積 が ２ ９ ． ９ ヘ

ク タ ー ル で 、内 、緑 区 分 の 面 積 は １ ６ ．８ ヘ ク タ ー ル 、内 、黄

区 分 の 面 積 は １ ３ ． １ ヘ ク タ ー ル で あ っ た 。 農 地 の 利 用 意 向

調 査 は 、 ８ 月 に 遊 休 農 地 所 有 者 に 対 し て 実 施 し 、 そ の 調 査 結

果 を １ ２ 月 に 取 り ま と め 、 農 地 中 間 管 理 機 構 へ 報 告 す る こ と

が で き た 。農 業 委 員 会 の 点 検 結 果 は 、「 既 存 遊 休 農 地 の 解 消 に

つ い て は 、 緑 区 分 、 黄 区 分 と も に 目 標 を 達 成 で き た 。 新 規 発

生 遊 休 農 地 の 解 消 に つ い て は 、目 標 を 達 成 で き な か っ た 。」と

し た 。「⑶ 新 規 参 入 の 促 進 」の「 ① 現 状 及 び 課 題 」と「 ② 目 標 」

は 、令 和 ４ 年 度 最 適 化 活 動 の 目 標 の 設 定 か ら 転 記 し た 。「 ③ 実

績 」 は 、 新 規 参 入 者 へ の 貸 付 等 に つ い て 公 表 す る 農 地 の 面 積

を 公 表 す る 仕 組 み を 構 築 し て い な い こ と か ら 、 公 表 し た 面 積

は 無 か っ た 。農 業 委 員 会 の 点 検 結 果 、「埼 玉 県 農 業 会 議 な ど の

関 係 機 関 に 確 認 し な が ら 、 公 表 す る や り 方 を 検 討 中 で あ る 。」

と し た 。「 ２ 最 適 化 活 動 の 活 動 目 標 」の「 ⑴ 推 進 委 員 等 が 最 適

化 活 動 を 行 う 日 数 目 標 」は 、「令 和 ４ 年 度 最 適 化 活 動 の 目 標 の

設 定 等 」と 同 じ 内 容 で あ る 。「 ⑵ 活 動 強 化 月 間 の 設 定 」は 、本



 

委 員 会 で は 、 農 地 パ ト ロ ー ル 実 施 要 領 に 基 づ き 、 毎 年 ８ 月 に

農 地 法 第 ３ ０ 条 の 利 用 状 況 調 査 を 行 い 、 ９ 月 か ら １ １ 月 ま で

を 遊 休 農 地 の 指 導 ・ 解 消 強 化 期 間 と し て 活 動 し て い る こ と か

ら 、 委 員 の 負 担 等 を 考 慮 し 、 活 動 強 化 月 間 は 、 そ れ と 同 じ ９

月 か ら １ １ 月 ま で と し た 目 標 を 設 定 し た 。「 ② 実 績 」は 、各 委

員 の 活 動 記 録 簿 の 内 容 等 よ り 、「強 化 月 間 の 結 果 」を 記 載 し た 。

「 農 地 の 集 積 」は 、「 農 業 委 員 ・ 推 進 委 員 が 参 加 す る 話 し 合 い

の 機 会 を 設 定 す る な ど し て 地 域 農 業 者 の 意 向 や 農 地 の 情 報 等

の 把 握 に 努 め 、 地 域 の 農 地 利 用 に 関 す る 将 来 的 な 姿 に つ い て

の 意 見 交 換 を 行 な っ た 。」と し た 。「 遊 休 農 地 の 解 消 」は 、「 農

業 委 員 ・ 推 進 委 員 が 地 区 ご と に 訪 問 、 電 話 等 に よ り 遊 休 農 地

の 利 用 意 向 把 握 を 行 な っ た ほ か 、草 刈 り 等 の 指 導 を 行 な っ た 。

そ の 結 果 、 約 ４ ヘ ク タ ー ル の 遊 休 農 地 を 解 消 し た ほ か 、 遊 休

農 地 の 発 生 を 防 止 し た 。」と し た 。「 新 規 参 入 の 促 進 」は 、「 新

規 参 入 者 が 農 地 の 借 り 入 れ 等 を 希 望 す る 場 合 に あ っ せ ん で き

る よ う に 、 農 地 の 所 有 者 等 に 貸 し 付 け 意 向 等 に つ い て 確 認 す

る よ う 努 め た 。」 と し た 。「 ⑶ 新 規 参 入 相 談 会 へ の 参 加 」 は 、

令 和 ４ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日 に 東 京 国 際 フ ォ ー ラ ム で 開 催 さ れ た

「 新 ・ 農 業 人 フ ェ ア 」へ の 参 加 を 実 績 と し た 。「 目 標 の 達 成 状

況 の 評 語 」 は 、 国 の 通 知 に 基 づ き 、 各 項 目 の 達 成 状 況 に 応 じ

た 点 数 の 合 計 に よ り 決 定 す る 。農 地 の 集 積 、遊 休 農 地 の 解 消 、

新 規 参 入 の 促 進 の 項 目 は 、 達 成 率 １ １ ０ ％ 以 上 が ５ 点 、 達 成

率 ９ ０ ％ 以 上 １ １ ０ ％ 未 満 が ３ 点 、 達 成 率 ９ ０ ％ 未 満 が １ 点

と な る 。活 動 強 化 月 間 の 実 施 及 び 新 規 参 入 相 談 会 へ の 参 加 は 、



 

実 施 し た 場 合 に １ 点 と な る 。 評 語 は 、 合 計 点 数 １ ５ 点 以 上 の

場 合「 目 標 に 対 し 期 待 を 大 幅 に 上 回 る 結 果 が 得 ら れ た 」、１ ０

点 以 上 １ ５ 点 未 満 の 場 合 「 目 標 に 対 し 期 待 を 上 回 る 結 果 が 得

ら れ た 」、５ 点 以 上 １ ０ 点 未 満 の 場 合「 目 標 に 対 し て 期 待 ど お

り の 結 果 が 得 ら れ た 」、５ 点 未 満 の 場 合 は「 目 標 に 対 し て 期 待

を （ や や ） 下 回 る 結 果 と な っ た 」 と な る 。「 農 地 の 集 積 」 は 、

達 成 状 況 ９ ０ ％ 未 満 の た め 「 １ 点 」、「 緑 区 分 の 遊 休 農 地 の 解

消 」 は 、 達 成 状 況 １ １ ０ ％ 以 上 の た め 「 ５ 点 」、「 新 規 参 入 の

促 進 」 は 、 達 成 状 況 ９ ０ ％ 未 満 の た め 「 １ 点 」、「 活 動 強 化 月

間 の 実 施 」 及 び 「 新 規 参 入 相 談 会 へ の 参 加 」 は 、 目 標 通 り で

あ り 各 １ 点 、 合 計「 ９ 点 」で あ り 、「目 標 の 達 成 状 況 の 評 語 」

は 、「 目 標 に 対 し て 期 待 ど お り の 結 果 が 得 ら れ た 」 と な っ た 。

「 推 進 委 員 等 の 点 検 ・ 評 価 結 果 」 は 、 各 委 員 が 提 出 し た 「 令

和 ４ 年 度 推 進 委 員 等 の 最 適 化 活 動 の 点 検 ・ 評 価 」 を 集 計 し た

も の で あ り 、「目 標 に 対 し 期 待 を 大 幅 に 上 回 る 結 果 が 得 ら れ た 」

は「 ０ 件 」、「 目 標 に 対 し 期 待 を 上 回 る 結 果 が 得 ら れ た 」は「 ３

件 」、「 目 標 に 対 し て 期 待 ど お り の 結 果 が 得 ら れ た 」 は 「 １ ５

件 」、「 目 標 に 対 し て 期 待 を （ や や ） 下 回 る 結 果 と な っ た 」 は

「 １ ３ 件 」 で あ っ た 。 ６ ペ ー ジ 「 Ⅲ 事 務 の 実 施 状 況 」 に つ い

て 説 明 す る 。「１ 総 会 、部 会 の 開 催 実 績 」は 、総 会 を「 １ ２ 回 」

開 催 し て お り 、定 例 会 以 外 の 開 催 は 無 か っ た 。「 ２ 農 地 法 第 ３

条 に 基 づ く 許 可 事 務 」 と 「 ３ 農 地 転 用 に 関 す る 事 務 」 を 併 せ

て 説 明 す る 。 令 和 ４ 年 度 の 総 会 に お け る 農 地 法 に 基 づ く 許 可

事 務 の 件 数 は 、 農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 件 数 が ５ ７ 件 、 農 地 転 用



 

許 可 申 請 で 許 可 相 当 と 意 見 を 付 し た 件 数 が １ ８ ９ 件 で あ っ た 。

「 ４ 違 反 転 用 へ の 対 応 」 は 、 違 反 転 用 面 積 と し て １ ． ６ ヘ ク

タ ー ル を 埼 玉 県 と 共 有 し て い る 。 そ の 内 、 令 和 ４ 年 度 中 に 違

反 転 用 を 解 消 し た も の は な か っ た 。 と 説 明 を 行 な っ た 。  

議 長 は 、 委 員 に 意 見 を 求 め た 。  

議 長 は 、 意 見 が な か っ た た め 、 議 案 第 ６ 号 川 越 市 農 業 委 員

会 の 「 令 和 ４ 年 度 農 業 委 員 会 の 農 地 利 用 の 最 適 化 の 推 進 の 状

況 そ の 他 事 務 の 実 施 状 況 の 公 表 」 の 決 定 に つ い て 、 原 案 ど お

り と す る こ と で 、 採 決 に 入 る 旨 を 告 げ 、 賛 成 の 者 の 挙 手 を 求

め た 。  

議 長 は 、全 員 の 賛 成 を 得 ら れ た た め 、議 案 第 ６ 号 に つ い て 、

原 案 ど お り 決 定 す る 。  

 



 

１４ 閉 会 

   議長 石 川 秀 夫 は議案の審議がすべて完了したため、第４７３回川越市

農業委員会総会の閉会を宣言し、一同散会する。 

１５ 署 名 

   この議事録が正当であることを証明するため、下記に署名捺印をする。 
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